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１．事業概要 

(1) 事業名称 
衛星コンステレーションの整備・運営等事業（以下「本事業」という。） 

 

(2) 公共施設等の管理者等 
防衛大臣  小泉 進次郎 

 

(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 

衛星コンステレーションを構築する衛星及び当該衛星から画像取得を行うため

に必要な施設等 

 
(4) 事業内容 

本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、事業を実施

する主体として選定された民間事業者が、防衛省が撮像優先権を有する国産衛星

（日本国法人が、主として日本国内で設計・開発、製造及び所有し並びに管理す

る衛星をいう。以下「本事業衛星」という。）によるコンステレーション及び防衛

省が本事業で専用する地上施設（以下「専用地上施設」という。）を自らの資金で

整備した後、事業期間中、本事業衛星及び専用地上施設の所有権を有し、事業終

了後も防衛省に譲渡しない、いわゆるＢＯＯ（Build-Own-Operate）方式により実

施する。民間事業者が実施する業務は次のとおりである。 

ア 全般管理業務 

イ 画像データ取得業務 

ウ 専用地上施設運用等業務 

 

(5) 事業期間 
令和８年２月１９日（契約締結日）から令和１３年３月３１日まで 

 

２．民間事業者の選定経緯 

  民間事業者の選定に至る主な経緯は次のとおりである。 

令和７年４月８日    実施方針の公表 

令和７年７月４日    特定事業の選定の公表 

令和７年７月８日    入札公告 

令和７年８月４日    第一次審査資料の受付 

令和７年８月８日      競争参加資格確認通知 

令和７年９月１日    情報保全に係る履行体制の確認資料受付 

令和７年１０月２４日  入札、第二次審査資料の受付 
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令和７年１２月２４日  開札、民間事業者の選定 

令和８年１月１９日    基本協定の締結 

令和８年２月１９日     事業契約の締結 

 

３．民間事業者の選定方法 
(1) 選定方法の概要 

 本事業は、民間事業者にＰＦＩ方式による事業並びに画像データ取得業務及び

専用地上施設運用等業務に係る専門的な知識等を求めるため、民間事業者の選定

に当たっては、入札参加者からの提案書類に記載された内容（以下「事業提案」

という。）及び入札価格の総合的な評価結果に基づいて選定する総合評価落札方式

により、選定を行うこととした。 
 
(2) 事業者選定の体制 

民間事業者の選定に当たり、専門的見地からの意見を参考とするために、本事

業に関する有識者等委員会（以下「有識者等委員会」という。）を設置し、有識者

等委員会から事業提案に対する調査審議の結果を受けて、事業を実施する主体と

なる民間事業者を決定することとした。 
有識者等委員会の構成員は、以下のとおりである。 
足立 慎一郎（国立大学法人政策研究大学院大学 教授） 
鈴木 一人（国立大学法人東京大学公共政策大学院 教授） 
髙橋 玲路（アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 弁護士） 
沼田 健二（宇宙航空研究開発機構 第二宇宙技術部門センター長） 
山内 弘隆（武蔵野大学 特任教授） 
松尾 智樹（防衛政策局次長） ※ 
白井 亮次（統合幕僚監部防衛計画部長） ※ 
末永 政則（陸上幕僚監部防衛部長） ※ 
平田 利幸（海上幕僚監部防衛部長） ※ 
久保田 隆裕（航空幕僚監部防衛部長） ※ 
林 美都子（情報本部副本部長） ※ 
鈴木 信丈（防衛装備庁調達事業部長） ※ 

 
  ※ 人事異動が生じた場合は、同一の官職に就いた後任者としている。 
 
４．第一次審査 

(1) 第一次審査の概要 

第一次審査は、応募者が本事業に携わる者として適正な資格と能力を備えてい

ることを確認するものであり、入札説明書に定める資格及び実績の有無を審査す
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るものである。 

 

(2) 応募状況 

  令和７年８月４日までに１グループからの応募があり、当該グループについて

競争参加資格があることが確認され、令和７年８月８日にその旨を通知した。 

 

(3) 競争参加資格確認グループ 

  競争参加資格が確認されたグループは、次のとおりである。 

  三菱電機株式会社を代表企業とするグループ 

  代表企業：三菱電機株式会社 

  構成企業：スカパーＪＳＡＴ株式会社 

三井物産株式会社 

協力企業：株式会社Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ 

株式会社ＱＰＳ研究所 

株式会社アクセルスペース 

三井物産エアロスペース株式会社 

 

５．第二次審査 

(1) 第二次審査の概要 

  第二次審査は、総合評価落札方式により落札者を決定するため、入札参加者の

提案内容等を審査するものである。 

  第二次審査の手順は、次のとおりである。 

ア 事業提案内容の審査 
入札参加者が策定した事業提案書類に記載された内容（以下「事業提案」とい

う。）を審査する。 
なお、事業提案に、審査項目以外の提案が記載されていた場合、当該箇所は審

査対象としない。 
（ア）必須項目審査 

事業提案が入札説明書添付資料「資料－２ 業務要求水準書」に定める必

須項目の要求水準を全て充足しているかを審査する。全ての要求水準が充足

されている場合は合格とし、要求水準が一項目でも充足しない場合は不合格

とする。合格者には、基礎点５点を付与する。 
（イ）加算項目審査 

事業提案が必須項目の要求水準を充足した上で、更に防衛省が特に重視す

る項目（加算項目）の要求水準について、優れていると認められるものは、

その程度に応じて加算点を付与する。加算点は全体で５００点満点とする。 
イ 開札 
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入札参加者の入札価格が、防衛省の設定する予定価格の範囲内か否かを確認す

る。入札書に不備がある場合は、当該入札は無効とし、次号の総合評価は行わな

い。なお、すべての入札参加者の入札価格が予定価格を超えている場合は、原則

として同日に再度入札を行い、すべての入札参加者が辞退した場合は、再度公告

する。 
ウ 総合評価 
（ア）落札者の決定 

予定価格の範囲内の入札価格を提示した入札参加者それぞれについて、ア

の事業提案内容の審査結果及び前号の入札価格をもとに総合評価を行い、落

札者を決定する。 
なお、総合評価値の最も高い者を落札者とし、同点の場合には、くじによ

り落札者を決定する。 
（イ）評価内容の公表 

防衛省は、落札者を決定した後、有識者等委員会の議事内容を参考に加算

項目について評価した内容を含め、事業提案に関する評価内容を公表する。 
 

(2) 事業提案の審査 

 ア 必須項目審査 

   前述の１グループに対して、必須項目について、事業提案の内容が要求水準

を全て充足するか否かについて審査を行った結果を踏まえ、全ての要求水準を

充足していると判断し、基礎点５点を付与した。 

 イ 加算項目審査 

   事業提案が必須項目の要求水準を充足した上で、前述の１グループに対し

て、加算項目について、評価基準に基づき優れた内容であるか否かの評価を行

い、有識者等委員会において調査審議（議事概要は別添のとおり）を行った結

果を踏まえ、加算点１４２.２９点を付与した。加算項目審査の結果は、表１の

とおりである。 

 

 

表１ 加算項目審査の結果 
 

評価項目 配点 採点結果 

全般管

理業務 

全体の業

務実施体

制 

本事業の実施体制、契約ス

キーム、類似実績 
5 

95 

2.50 

31.25 
事業者の経営体制  

事業者の出資構成 
5 2.08 
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プロジェ

クトマネ

ジメント 

事業期間全体にわたる事業

実施工程計画 
10 4.17 

一体事業のためのプロジェ

クトマネジメント方針・セ

ルフモニタリング計画 

15 2.50 

緊急時、不具合発生時等に

おけるマネジメント方策 
15 6.25 

リスク管

理 

リスク対応方策 5 2.50 

セキュリティ対策・秘密保

全・情報保証 
10 2.50 

事業収

支・資金

調達計

画、財

務・資金

管理方針 

事業の安定性・確実性を確

保する事業収支計画、資金

調達計画 

10 2.50 

効果的な財務・資金管理方

針 
10 3.33 

民間商用

事業 

民間商用事業の実施計画 5 1.67 

本事業とのリスク分離 5 1.25 

画像デ

ータ取

得業務 

スケジュ

ール 

構築スケジュール 20 

240 

9.17 

69.64 

構築計画 20 9.17 

本格的運用期間の早期開始

のためのスケジュール・計

画 

20 1.25 

不測の事態にも対応した方

策等 
20 5.42 

機能・性

能 

衛星の性能 20 7.14 

衛星の再訪頻度 20 5.71 

衛星の処理内容 20 2.86 

衛星の画像取得時間 20 6.43 

衛星の機数 20 7.14 

衛星の抗たん性や耐災害性

など 
10 2.50 

衛星の機能・性能における

技術向上 
10 1.43 

運用 
その他地上局の運用体制 20 3.57 

運用計画 20 7.86 
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専用地

上施設

運用等

業務 

スケジュ

ール 

統合運用システム等の整備

スケジュール 
10 

130 

3.13 

41.40 

専用地上局の整備スケジュ

ール 
10 3.96 

統合運用システム等の整備

計画 
10 4.17 

専用地上局の整備計画 10 6.04 

統合運用システム等の本格

的運用期間の早期開始のた

めのスケジュール・計画 

10 0.83 

専用地上局の本格的運用期

間の早期開始のためのスケ

ジュール・計画 

10 0.63 

統合運用システム等の不測

の事態にも対応した方策等 
10 2.29 

専用地上局の不測の事態に

も対応した方策等 
10 2.50 

機能・性

能 

統合運用システム等の機能 10 5.71 

統合運用システム等の性能 10 1.79 

専用地上局の設置場所・機

能 
10 3.21 

統合運用システム等の抗た

ん性や耐災害性など 
10 2.86 

専用地上局の抗たん性や耐

災害性など 
10 4.29 

ワー

ク・ラ

イフ・

バラン

ス等 

ワーク・

ライフ・

バランス

等の推進

に関する

指標 

女性活躍推進法、次世代育

成支援対策推進法、青少年

の雇用の促進に関する法律

に基づく認定に係る認定通

知書 

5 

35 

0.00 

0.00 

賃上げを

実施する

企業に対

する評価 

賃上げを実施する企業に対

する加点措置 
25 0.00 

賃上げ未実施の企業に対す

る減点措置 
-26 0.00 

マイナン マイナンバーカードの普及 5 0.00 
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バーカー

ドの普及

に関する

取組 

に関する取り組み状況 

合計 500 142.29 

 
(3) 入札価格の確認 

令和７年１２月２４日に１グループの開札を行い、予定価格の範囲内の入札価

格を提示した者がいなかったことから再度入札を行ったが、再度入札においても

予定価格の範囲内の入札価格を提示した者がいなかった。そのため、会計法（昭

和２２年法律第３５号）第２９条の３及び予算決算及び会計令（昭和２２年勅令

第１６５号）第９９条の２の規定に基づき、前述の１グループと協議を行った結

果、随意契約によることとした。 

 

 (4) 総合評価 
有識者等委員会における審査を踏まえ、防衛省は入札参加者の事業提案審査の

得点を１４７.２９点（基礎点５点＋加算点１４２.２９点）と決定した。これら

の結果と提案価格の評価を踏まえた総合評価は、表２のとおりである。 

防衛省は、令和７年１２月２４日、三菱電機株式会社を代表企業とするグルー

プを本事業の民間事業者として選定した。 

 

表２ 総合評価結果 

応募者 

事業提案審査

の得点 

(X) 

入札価格の得

点 

(Y) 

総合評価値 

(X+Y) 
総合順位 

三菱電機株式会

社を代表企業と

するグループ 

147.29 0.02116 147.31116 1 

 

(5) 民間事業者の VFM 評価 

  民間事業者の提案内容に基づき、ＶＦＭ（Value For Money）の評価を行った結

果、約４.６６％のＶＦＭがあることを確認したことから、ＰＦＩ方式による事業

として有効と認めた。 

 

６．審査講評 

  有識者等委員会における事業提案に関する審査講評は、次のとおりである。 

なお、提案内容について確認の必要である箇所については、入札説明書に記載
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のあるとおり、応募者に対する確認により補完を行った。 

 

(1) 総評 

本事業は、隙のない情報収集体制の構築やスタンド・オフ防衛能力の実効性を

確保する観点から、極めて重要な取組であり、防衛省が求めるタイミングで高頻

度かつ優先的、安定的に画像を取得することが可能な衛星コンステレーションの

構築のため、限られた時間の中で、各民間事業者を取りまとめた上で、ノウハウ

や豊富な実績を活かした提案を作成いただいたことに感謝する。 

以下、応募者の提案に対する総評である。 

本事業の実施体制として、一体感をもって安定的に実施できる体制が求められ、

ひいては緊急時・不具合発生時の対応が優先的かつ迅速に実施されるマネジメン

ト体制の構築につながるものであることから、事業期間を通じて、各民間事業者

間が連携を高めていくことが重要である。 

また、昨今では、宇宙技術の革新が急速に進み、画像情報を高頻度に提供する

民間ビジネスが拡大していることを踏まえれば、本事業が国家安全保障の一翼を

担うとの観点から、契約期間内においても機能・能力の向上を追求する姿勢が必

要である。 

このような取組を通じて、本事業における衛星を活用して、民間商用事業の更

なる拡大とともに、民間の宇宙技術を安全保障分野に活用し、国内の宇宙産業基

盤・産業競争力を強化し、宇宙産業の発展を促すことで、我が国の防衛力の強化

にもつなげる好循環の実現に寄与することを期待する。 

 

(2) 個別総評 

ア 全般管理業務 

・「本事業の実施体制、契約スキーム、類似実績」について、本事業において一体

感をもって安定的に実施できる体制であるかについては現時点で不透明な部分

もあり、事業期間を通じて、各企業間が連携を高めていくことを期待する。ま

た、事業者（代表企業及び構成員が本事業の実施のみを目的として会社法（平

成１７年法律第８６号）に定める株式会社として設立した新会社を指し、以下

「ＳＰＣ」という。）及びＳＰＣから委託される企業が形式的な役割を超えて連

携を果たしていくに当たっては、ＳＰＣと防衛省の間での対話が重要である。 

・「緊急時、不具合発生時等におけるマネジメント方策」について、迅速性・効率

性より相互牽制が優先されることがないようにする必要がある。派遣人員の規

模も不透明であり、緊急時・不具合発生時のマネジメントにおいて、本事業へ

の対応が最優先とされ、かつそれが迅速に実施できることが明確な体制を整備

していただきたい。また、事業期間を通じて、総括代理人と運用事業者の関係

及び連携要領を更に明確化し、ワンストップサービスを実現できるよう努力が
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必要である。 

・「一体事業のためのプロジェクトマネジメント方針・セルフモニタリング計画」

について、総括代理人と直属のスタッフがモニタリング等を実施することは示

されているが、それを効果的に行うための方策について、具体化することが必

要である。 

・「事業の安定性・確実性を確保する事業収支計画、資金調達計画」及び「効果的

な財務・資金管理方針」について、本事業全体の財務体質の安定的な遂行は、

各衛星運用事業者等の信用力に依存しており、また、衛星がＳＰＣに留保され

ていないことから、ＳＰＣにおいて効果的に資金管理ができるスキームとはな

っていない。コーポレートリスクも含めた安定的かつ健全な財務状況を確保す

るための方策について、具体化することが必要である。 

・「民間商用事業の実施計画」について、本事業における衛星を活用して、民間商

用事業の更なる拡大を図ることを期待する。また、民間の宇宙技術を安全保障

分野に活用し、国内の宇宙産業基盤・産業競争力を強化することにより、宇宙

産業の発展を促すことで、我が国の防衛力の強化にもつなげる好循環の実現に

寄与することを期待する。 

イ 画像データ取得業務 

・「構築計画」について、今後の衛星の製造も見据え、サプライチェーンリスクを

低減させる観点からも、将来的な部品調達先の確保に当たっては、特定企業に

依存しない調達体制を検討すべきである。また、衛星の製造・運用経験を持つ

人員及び有資格者の組織内の配置状況については言及が乏しく、組織としての

妥当性については体制構築の中での具体化が必要である。 

・「本格的運用期間の早期開始のためのスケジュール・計画」について、大幅な前

倒しが困難であったとしても、実施し得る事業上の工夫や努力の方向性につい

ては具体化することが望ましい。 

・「不測の事態にも対応した方策等」について、引き続き、網羅的にリスク要因や

対策を検討することが必要である。また、製造及び打上げ遅延が発生した場合

等において、バックアップ衛星やその他衛星が柔軟に活用できるよう、普段か

らその要領を確立しておく必要がある。 

・「衛星の再訪頻度」について、規定された範囲内のどの地点においても、時間的

に平均した再訪頻度が要求水準を満たしているかを、事業期間を通じて継続的

に確認していく必要がある。 

・「衛星の機能・性能」について、衛星の画像取得時間や衛星の機数が、要求水準

と同等程度の提案内容であり、更に向上させていくことが望ましい。また、本

事業が国家安全保障の一翼を担うとの観点から、契約期間内においても機能・

能力の向上を追求する姿勢が必要である。これは、国内宇宙産業基盤・産業競

争力の強化につながるものである。 
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ウ 専用地上施設運用等業務 

・「統合運用システム等の整備計画」について、運用開始後、明るみとなった問題

点等は可能な範囲でシステム開発に反映できるよう、柔軟な対応を期待する。 

・「統合運用システム等の整備スケジュール」及び「専用地上局の整備スケジュー

ル」について、スケジュールに示される業務内容の詳細・実施体制が記載され

ておらず、具体化することが必要である。 

・「統合運用システム等の本格的運用期間の早期開始のためのスケジュール・計画」

及び「専用地上局の本格的運用期間の早期開始のためのスケジュール・計画」

について、大幅な前倒しが困難であったとしても、実施し得る事業上の工夫や

努力の方向性については具体化することが望ましい。 

・「統合運用システム等の不測の事態にも対応した方策等」及び「専用地上局の不

測の事態にも対応した方策等」について、リスク事項の抽出、分析は十分では

なく、当該リスクに適した方策となっているか具体化することが必要である。 

・「統合運用システム等の抗たん性や耐災害性など」及び「専用地上局の抗たん性

や耐災害性など」について、サイバーセキュリティ対策を具体化することが必

要である。 

 


